
三　　高巨　三〇′王,
No,　81 8

20「「年2月24白

粥　日本鉄道労働組鏡台全
く　J R連一全丁)

2月21日の衆議院予算委員会で自民党の平沢勝栄議員が質問に立ち、 JR総連からの献金問題
や浦和電車区事件、田城郁参議院議員の問題など多岐にわたって、政府の見解を問い質した。

衆議院予算委員会で追及が続く」R総連革マル問題vol。3 

枝野長官「あらぬ疑いをかけられるのは心外なので献金は隔かない」 

今号では前号に引き続き、 J R総連からの献金問題などに関係する質疑の概要を掲載する。なお、
今回の質疑はインターネットの「衆議院TV」において動画を閲覧することが可能である。

(平沢議員)総理はJ R総連から献金を貰っているんですか、いないんですか。
(菅内閣総理大臣) 2009年に一度だけ20万円支部にいただいております。

(平沢議員)これは、総理、返すおつもりはありませんか。
(菅総理)この労働組合は連合加盟の労働組合で、私も連合の皆さんとはきちんとしたお付き合

いをしておりまして、そうしたことも含めて応援の気持ちで寄付をいただいたと思っております
ので、返すという予定はありません。

藍監護諜諾籍謀議護詣譜詰富
んですか。
(枝野官房長官)昨年5月の質問主意書でお答えをしたように、当該組合と決してイコールではあ

蓋繋輩撃謀議露盤謹詰罵詰
上げたところでございます。

(平沢議員) JR総連の前委員長はこう言っているんですよ。 2
月4日にJR総連の中央委員会が開かれたんです。ここで何と言
っているかというと、 「何とかという官房長官、何とも情けない
ことに、我々が応援している何とかという官房長官が『李下に冠
を正さず』などと証言したのである。つまり、疑わしいところか
らは、今後、金をいただきません、というということを証言した
のである。許し難い行為である。民主党などに今後抗議していか
なければならない」と。これを来賓として来たJR総連の前委員
長が言っているんです。だから返せないんじゃないんですか。

(板野長官)私が当該組合と必ずしも特別な関係ではないとい
うことについて、今、そちらからお話をいただいて、たいへん
ありがたいと思っておりますが、私は従来から自分の政治姿勢、
政治信念に基づいた行動をとってきておりますので、特定の団
体に影響を受けるようなことは、一切を受けずにやってきてお
ります。なおかつ、これまでいただいた政治献金等については、
政治資金規正法に基づいて、当該連合加盟の適法に存在する団
体から適切な範囲内でいただいたものでありますので、それを
お返しする必要はないと思っておりますが、今後については、
あらぬ疑いを掛けられるのは心外ですのでいただかない、とい
うことでございますので、決して矛盾するものではないと思っております。

今回の質疑に関しては、 2月22日の朝日、読売、産経各紙が報道するなど、マスコミも高い関心を
示している。平沢譲貝は、 「これからも引き続き質問を続けさせて頂きたいと思う」と述べて、質問を
終えたように、 「 JR総連への革マル派浸透問題」に対する追及が止む気配は見えない。

民主党は自浄能力を発揮し、 JR総連との関係を清算すべきである!
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J R東日本ユニオンの栗原孝氏(前〃松戸車掌区指導助役)がJ R東日本会社を相
手に起こした「訓告処分無効確認等請求事件(松戸車掌区事件)」で、原告側は3月29
日、東京高裁に準備書面(控訴理由)を提出した。

松戸章 訓告処 ���(ｮﾈｮﾈｫ��劔に控 ��ｨ�ｨ�｢�傭書面を提亜! 
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栗原孝氏は、 2008年8月、 「複数の社員から酒気帯びを指摘され勤務の-部を欠いたことは、
社員として不都合な行為である」として訓告処分を受けるとともに、東京臨海高速鉄道への
出向命令を受けた。 JR東日本は、 「アルコール臭がした」とするJR東労組一部組合員の
指摘のみを根拠に、会社として責任を持って事実関係を調査することもなく、栗原氏に処分
を下し、出向発令を行った。
昨年7月21日に行われた証人尋問では、原告側証人が栗原氏の酒臭を否定するとともに、

事件当日の状況を詳細に証言したにもかかわらず、東京地裁は1月28日、この証言を一切採
用することなく、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。原告側は、判決を不服として直
ちに控訴し、 3月29日、準備書面(控訴理由)を東京高裁に提出した。なお、第1回口頭弁論
の期日は5月17日に指定されており、今後、控訴審で逆転勝訴をめざして闘っていくもので
ある。
準備書面の内容は以下のとおりである。

○本件訓告処分
本件訓告処分の処分事由たる非違行為は、控訴人が複数の社員から「酒気帯びを指摘さ
れて、勤務の一部を欠いたこと」であるところ、控訴人は、本件添乗勤務において「酒
気帯び」ではなかったから、本件訓告処分は「客観的に合理的理由を欠き社会通念上相
当として是認することができない」ものとして、違法、無効というべきである。

○本件帰宅指示の必要性
松戸車掌区長が控訴人に対してした帰宅指示は、就業規則19条1号の要件を充足しない
ものであり、控訴人は、同区長の指示に従って帰宅したに過ぎないから、これによる欠
務を理由に訓告処分をなすことは許されない。

○賃金控除
本件帰宅指示は、就業規則19条1号の要件を充足しないものであり、控訴人は同区長の
指示に従って帰宅したに過ぎず、その指示による欠勤は控訴人の責に帰すべき事由によ
るものとすることのできないものであるから、賃金を控除すべき理由はない。

○損害賠償
本件訓告処分は、処分すべき非違行為がないのになされたものであり、控訴人の名誉、
信用を違法に侵害したものであり、不法行為に該るから、相応額の慰謝料が支払われる
べきである。

○出向命令
本件出向命令は適法になされたものであって権利の濫用とは認められないとする原判決
の判示は誤りであり、本件出向命令も無効かつ違法なものと認めるべきである。



壷　　赫三　三〇J・▼

No,　829

2011年8月11日

発行　日本鉄道網組舗合金
(J R連合)

東労組は6月の大会で、 「葛切の組織破壊攻撃を粉砕し、 『えん罪“JR浦和電車区事件』上告審
勝利、職場活動の規制。排除を許さず、全ての裁判闘争を完全勝利し、組織を強化"確立しよう! 」
などと勇ましい方針を掲げては見たものの、大会以降、裁判闘争は連戦連敗の有り様である。
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裁判聞手で連 劔戦連敗!意気消 冩ｸ,ﾉ8ﾉ┐�組喜 
J R総連、東労組および松崎明東労組元会長が、福原福太郎J R総連元委員長を相手に損

害賠償を求めて、 2008年12月に提訴した『小説労働組合』訴訟の判決が、 6月13日に東京地
裁で言い渡された。 「損害賠償請求権は時効により消滅した」として、原告らの請求をいず
れも棄却するというJ R総連・東労組全面敗訴の判決であった。

この事件は、 2005年6月頃、福原氏が「谷川忍」の筆名で『小説労働組合』を執筆、発行
し、各方面に配布・販売・郵送するとともに、図書館に寄贈するなどして、モデルとされた
原告らの名誉・信用を毀損したというものである。裁判所は、争点となった「消誠時効の成
否」について以下の判断を下し、原告請求を事実上の“門前払い’’とした。

原告らは、本件書籍を被告の知人に配布する行為と、図書館に寄贈する行為は別個の不 
法行為を構成するところ、被告による本件書籍の図書館への寄贈について原告らが認識し 
たのは2008年11月20日であるから、同日を消滅時効の起算点とするべきであると主張する。 

しかしながら、被告は、本件書籍を広く一般に読んでもらいたいとの意図から、自費で3 
000部を印刷・製本し、知人への配布と図書館への寄贈を行ったものであり、かつ、これら 
はいずれも本件書籍が刷り上がった直後の2005年6月から7月にかけて、同時並行的に行わ 
れていたと認められる。そうすると、知人への配布行為と図書館への寄贈行為は、1個の意 思に基づきなされた一連一体の行為の一部を構成するものであったといえる。 

本件においては、原告らは、いずれも2005年8月下旬までに本件書籍の概要及び筆者が被 
告であることを認識したものであり、本件書籍に対する原告JR東労組の対応や関係者の 
言動にも照らせばその頃までに本件書籍が不特定多数の者が優に閲覧し得るほどに広く 
配布されたことを知ったものと認められる。すなわち、原告らは2005年8月下旬までに、加 
害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度に加害者とその行為の 
概要を認識し、損害の発生を現実に認識したものと認められる。 そうすると、被告による本件書籍への領布により原告らに対する不法行為が仮に成立し 

たとしても、2005年8月下旬から3年間、原告らは被告に対する不法行為責任に基づく損害 
賠償請求権を行使しなかったのであるから、同請求権は、被告の消滅時効の援用によって、 
いずれも時効により消滅したというべきである。 

「安全キャラバン事件」でも労働委貴会が東労組の救済申し立てを棄却!
さらに6月29日には、東労組が、本社安全キャラバンにおける会社常務の発言(「社長のや

ったこと(浦和電車区事件の被告6名に対する懲戒解雇処分)に対して、異を唱えるんであ
ればそれなりの覚悟をして唱えていただきたい」)を不当労働行為であるとして、 2008年6月
に東京都労働委員会に救済を申し立てていた事件で、都労委は東労組の救済申し立てを棄却
する命令を交付した。
都労妻は、浦和電車区事件で発生した職場での脅迫・強要行為は、職場の安全確保に関わ

る事柄であり、事件にまつわる発言は安全キャラバンの趣旨から逸脱していないとして、組
合運営に対する支配介入には当たらないと判断した。まさに、労働委員会においても浦和電
車区事件の本質について理解が浸透している証左と言える。
事件を「えん罪」などと主張しているのは、 JR総連・東労組だけなのだ!
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JR東日本ユニオンの栗原孝氏(前〃松戸車掌区指導助役)がJR東日本会社を相手に起こ
した「訓告処分無効確認等請求事件(松戸車掌区事件)」の控訴審判決が8月18日、東京高
裁で言い渡された。原告の控訴を棄却する不当判決であった。
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栗原孝氏は、 2008年8月、 「複数の社員から酒気帯びを指摘され勤務の一部を欠いたことは、
社員として不都合な行為である」として訓告処分を受けるとともに、東京臨海高速鉄道への
出向命令を受けた。 JR東日本は、 「アルコール臭がした」とする東労組一部組合員の指摘
のみを根拠に、会社として責任を持って事実関係を調査することもなく、栗原氏に処分を下
し、出向発令を行ったのである。
昨年7月21日に行われた証人尋問では、原告側証人が栗原氏の酒臭を否定するとともに、

事件当日の状況を詳細に証言したにもかかわらず、東京地裁は1月28日、この証言を一切採
用することなく、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。原告側は、会社の主張を-方的
に認めた判決を不服として直ちに控訴し、第1回口頭弁論が5月17日、東京高裁で行われ、弁
論終結となり結審となった。

東京高裁は、今回の控訴棄却にあたって、以下の判断を下している。

○控訴人は、 H車掌、 Y車掌及びS車掌が「酒臭がした」と報告したとの事実を認めるべ
き証拠はなく、原審の認定は誤っていると主張するが、控訴人の主張は、次のとおり理由

受琵崇諾慧篭鷲籍字詰露盤三豊豊誤課業禁塁濃艶
なるものではない。
本件では、控訴人が添乗指導をした被指導車掌5名のうち3名が控訴人に酒臭がした旨を

申告しているのであり、かつ、控訴人の前夜における酒量もこのことと矛盾しないのであ
るから、原審が何らの根拠もなく、控訴人の主張を排斥したものではない。そして、これ
らの申告があったことにより上記3名が控訴人に酒臭がすると現実に感知したと認めること
に違法はない。

○控訴人は、本件出向命令は無効かつ違法なものであり、本件出向命令は適法に行われた
ものであって権利の濫用とは認められないとする原審の判断は、誤りであると主張するが、
控訴人の主張は、次のとおり理由がない。
控訴人は、原審が、本件出向命令はJ R東労組の意向に配慮してされた不当なものであ

るとの控訴人の主張に対し、 「これを認めるに足りる証拠はない」と判示する点について、
東労組が、正当な理由もなく控訴人を執拗に敵視していた状況下で、平成20年8月12日、 S
区長は、 「組合(東労組)は、 (栗原)指導助役の訓練は受けられないと言っている」ある
いは「分会が、そんな酒気帯び助役の訓練は受けられないと言っている」などと言い、 「こ
うなってしまったからには、この職場はやりにくいだろう。転勤を早急に実現したい」と
述べ、被控訴人が東労組の意向を配慮して控訴人を松戸車掌区から他に異動させるつもり
であることを明言していると主張する。

藷霜襲藍藻襲整董襲藷輩萱
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本日発売の『週刊新潮』に「史上最低の『山岡国家公安委員長』の革マルと裏金要求」と題する
記事が掲載された。同記事は、 JR総連。東労組への革マル派浸透問題に触れたうえで、草マル派
を監視する立場にある国家公安委員長としての山岡議員の資質に疑問を呈している。

『週刊新潮』が山岡国家公安委貝長の資質に疑義喜 
J ��ル浸透問題にし鵬見解　京　のが?! 

『週刊新潮』 (9月15日号)は、野田内閣発足を受け、 「『ガン細胞』が見つかった『野田ど
じょう内閣』身体検査」と題する特集を組み、そのトップ記事で、山岡国家公安委員長とJ
R総連・東労組との関係について、以下のように厳しく問い質している。

「よかったな」。国家公安委員長の座を射止めた山岡賢次氏(68)に、小沢一郎元代表はこう言っ 

たという。だが、この抜擢人事、国民や警察組織にとってはちっともよくなかった。とりわけ警 
察官僚が「史上最低」と嘆いているのである。革マルとの浅からぬ因縁、そして裏金要求の過去 
を持つ山岡氏の本性を紹介する。まずは、革マルとの関係について。 
<全日本鉄道労働組合総連合会(JR総連)及び東日本旅客鉄道労働組合(JR東労組)内に 

は、影響力を行使し得る立場に草マル派活動家が相当浸透していると認識している> 
昨年5月11日、当時の鳩山内閣はこんな政府答弁書を出している。すなわち、JR総連(以降、 

総連)とその傘下のJR東労組(以降、東労組)は、破壊活動防止法の調査対象とされてきた、 
極左暴力集団の革マルと“縁深い’’団体であることを、政府が公式に認めたわけだ。 

そんな“革マル浸透組織’’の総連ならびに東労組と、山岡氏は極めて親密な関係にある。彼が 
代表を務める民主党栃木県第4区総支部の収支報告書には、-昨年、それぞれから30万円、計60 
万円の寄付がなされた旨が、臆面もなく記載されているのだ。しかも、「山岡氏は年に数回、賢 
友セミナーという資金集めのパーティーを開いているんですが、1口2万円のパーティー券を総 
連や東労組に買ってもらっています」と明かすのは公安関係者。「彼は栃木4区で自民党候補に 
連戦連敗し、比例での復活を繰り返してきた。選挙に弱い彼にとって、組合員だけで7万の票を 
持つとされる総連ほどありがたい存在はないんです。どんな組織か分かっていながら、票とカネ 
目当てに付き合っているんでしょう」 
実際、先の寄付に加えて、2006年から10年までの賢友セミナーに関する“内部資料,,による 

と、総連と東労組は5年間であわせて208万円分ものパーティー券を購入している。これだけ、 
お世話になっていれば、山岡氏のほうも総連と東労組の肩を持っであろうことは当然予想される 
が、案の定……。 
2005年12月、警視庁公安部が業務上横領の容疑で総連や東労組の本部などへの家宅捜索を実 

施したことがあった。その9日後のことだった。「野党第一党の民主党の議員がヒアリングと称し 
て、衆議院第2議員会館の第3会議室に警察庁の警備局公安課極左対策室長らを呼びつけた。こ 
のヒアリングに呼び掛け人の一人として出席した山岡氏は、家宅捜索に関して、“横領事件の捜 
査の中身(詳細)は言えないのか’’“あまりにも自己中心的な捜査’’などと、総連と東労組寄り 
の発言を繰り返しました」(同) 

こんな人物が、革マルを監視すべき警察行政の要である国家公安委員長に据えられるとは、世 
も末のブラックジョークと囁う以外にあるまい。 

さらに、同記事の中で、初代内閣安全保障室長で、警察庁警備局OBの佐々淳行氏は、 「普
通は、大臣を決める前に身辺調査をするもんじゃないですか。民主党は最も相応しくない人
に国家公安委員長のポストを与えてしまいましたね。国会で、自民党から追及されるのは目
に見えています」と指弾している。
JR総連推薦課目懇談会の代表世話人を務める山岡国家公安要目長は、果たして、 JR総

連・東労組への章マル派浸透を断定した政府見解を踏襲するのであろうか?
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自民党の佐藤勉衆議院議員(元国家公安委員長)は9月13日、 「JR総連及びJR東労組へ
の革マル派の浸透に関する質問主意書」を横路衆議院議長に提出した。佐藤議員が「JR総
連革マル派浸透問題」について質問主意書を提出するのは、昨年4月、 10月に続いて三度目
となる。

JR総連草マル派浸透同報で質問主意書が提出! 
一野田内閣の見解を問うとともに、取り組み強化を求める- 

昨年4月に佐藤議員が提出した質問主意書に対して、鳩山内閣は「JR総連およびJR東
労組内には、影響力を行使し得る立場に革マル派活動家が相当浸透していると認識している」
とする答弁書を閣議決定した。
さらに、第22回参議院選挙においてJ R総連出身の田城郁氏が民主党公認で当選するとい

う事態を受けて、佐藤議員は10月、再び「J R総連及びJR東労組への革マル派の浸透に関
する質問主意書」を提出し、 「政府としては、革マル派の動向に重大な関心を持ち、草マル
派の実態解明に努める」とする答弁書が閣議決定された。
今回の質問主意書は、野田内閣発足を受けて、あらためて政府に「JR総連革マル派浸透

問題」に対する見解を問い質したものである。主意書の内容は以下のとおり。

私は昨年4月27日に「革マル派によるJ R総連及びJ R東労組への浸透に関する質問主意
書」 (質問第430号)を提出した。これに対して、鳩山内閣は5月11日、革マル派の社会的な
危険性を指摘し、 「J R総連(全日本鉄道労働組合総連合会)及びJ R東労組(東日本旅客
鉄道労働組合)内には、影響力を行使し得る立場に革マル派活動家が相当浸透していると
認識している」などとする答弁書(内閣衆質174第430号) (以下「前回答弁書」という。)
を閣議決定した。また、第175回臨時国会の昨年8月3日の衆議院予算委員会における答弁で、
中井治国家公安委員会委員長は「私どもは、 JR総連、 JR東労組と革マル派の関係につ
いては、革マル派が相当浸透していると認識しているのは事実でございます」と改めて明
言した。
政府が現在も「共産主義革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団」と認定

する革マル派が、 JR総連及びJR東労組内に相当浸透しているという事実は、わが国の
治安維持の観点から、決して看過することのできない深刻な問題である。政府においては、
J Rという公共交通機関の労働組合に、過激派・革マル派が浸透している事態を看過する
ことなく、国の治安維持のために取り組みを強化すべきであると考える。
以上の認識に立ち、内閣が交代したことを踏まえ、あらためて以下質問する。

一　軍マル派については、前回答弁書によれば、 「日本革命的共産主義者同盟革命的マルク

ス主義派(以下「革マル派」という。)は、共産主義革命を起こすことを究極の目的とし
ている極左暴力集団であり、これまでにも、火炎ぴんの使用等の処罰に関する法律(昭和
47年法律第17号)違反事件や対立するセクトとの間での殺人事件等、多数の刑事事件を引
き起こしている。革マル派は、将来の共産主義革命に備えるため、その組織拡大に重点を
置き、周囲に警戒心を抱かせないよう党派性を隠して基幹産業の労働組合等各界各層への
浸透を図っており、全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」という。)及び東日
本旅客鉄道労働組合内には、影響力を行使し得る立場に革マル派活動家が相当浸透してい
ると認識している。今後も、革マル派は、組織拡大に重点を置き、党派性を隠して基幹産
業の労働組合等各界各層への浸透を図っていくものと見られる」と回答しているが、その
見解は今でも変わらないか。

同問題は、 J R総連推薦議員懇談会代表世話人の山岡賢次衆議院議員が国家公安委員長に
就任したことを受けて、前号でも既報のとおり、 『週刊新潮』や『週刊文春』などマスコミ
が大々的に取り上げている。近く閣議決定される政府答弁書の内容が大いに注目される。
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9月18日午前8時頃、北海道小樽市の沖合で、 12日から行方不明となっていたJR北海道
の中島尚俊社長が遺体で発見された。 5月の石勝線脱線炎上事故以降の相次ぐトラブル発
生などを苦にした自殺と見られている。

JR北海道社長自殺の背後に36協定問題も? 
組合自らのチェック機龍を不問に付し会社を攻める北鉄労! 

J R北海道は、 9月18目、以下の中島社長の社員宛て遺書を公表した。

毎日、それぞれの持ち場で、安全輸送、接客、収入確保、経費節減に取り組んでいただき有り 
難うございます。この度の36協定違反では、長期間にわたって協定に違反する事態が発生してお 
り、社員の皆さんに多大なご迷惑をおかけしたことを、お詫びいたします。現在、5月27日の脱 
線火災事故を反省し、全社をあげて企業風土の改善などに取り組んでいる時に、真っ先に戦線を 
離脱することをお詫びいたします。当社は、年間に日本の人口とほぼ等しい、1億3000万人の方 
にご利用いただいています。これだけ多くのお客様の尊い人命をお預かりしているという事実を 
認識し、「お客様の安全を最優先にする」ということを常に考える社員になっていただきたいと 
思います。長い間のご支援、ご協力ありがとうございました。 

【遺書で触れられている「36協定違反」とは?】
7月8目に札幌中央労働基準監督署が、平成23年4月及び5月のJ R北海道本社計画部門にお

ける時間外労働についてサンプリング調査したところ、 1名が36協定の特別条項で定める労
働組合との協議を行わずに、 1ヶ月45時間の上限を超える時間外労働をさせており、 36協定
に違反し、労働基準法違反であるとして7月21日に是正勧告を受けた。その後の社内調査の
結果、今年度を含む過去3年間で延べ約450名の違反が発生していた。

非常事態にあるにも関わらず会社を徹底追及する北鉄労!
J R北海道は、 5月に発生した石勝線脱線炎上事故以降、社内あげて事故の再発防止に懸
な対応を行ってきた。 9月16日には、失踪した中島社長に代わり小池明夫会長が、国土交

ててき
下のよ

けた事業改善命令に対する改善措置報告書を同省に提出した。
な非常事態ともいえる状況の中、 36協定問題をめぐって、会社を徹底的に攻め立
が北鉄労である。札幌中央労基署による是正勧告以降、北鉄労は機関紙などで以
会社の責任を一方的に追及してきた。

「コンプライアンス無視の会社!労基署から是正勧告されるまで組合には一切知らせず!不
正な時間外労働が常態化か?」 (『Faxひびき』 8/19)
「国土交通省からの業務改善命令に続き、今度は労働基準監督署から是正勧告と指導!どう

なっているんだ?この会社! 」 (『Faxひびき』 8/24)
「社員にコンプライアンスを求める会社が法律に違反うこれが問われている体質か?!結んで
も守る気のない36協定なら、締結する必要はない! 4月、 5月と36協定に違反しているにもか
かわらず、組合を無視し続けた会社の姿勢は許されない!協定無視は組合無視の現れ!協定
を無視し、社員に不法業務を強いる会社を許すな! 」 (『Faxひびき』 8/29)

事故再発防止にむけ雪間する社貝の心情を連なでする北鉄労!
北鉄労は会社を徹底糾弾しているが、組合自らの時間外労働に対するチェック機能はどう

なっていたのか?そもそも不可解なのは、 4月以降の協定違反を見過ごしてきた北鉄労が、
なぜ、この時期に会社に対して攻勢の姿勢に転化したかということだ。
想起されるのは、浦和電車区事件一審有罪判決を受けて、 2007年7月に東労組が36協定締

結を人質に取って、 JR東日本に対して牽制・揺さぶりを企図した事象である。まさに、 「い
っかどこかで見た風景」である。中島社長の心労はいかばかりであったことだろうか?
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野田内閣は、 9月27日、自民党。佐藤勉衆議院議員が提出した「JR総連及びJR東労
組への革マル派の浸透に関する質問主意書」に対する政府答弁書を閣議決定した。

野田内閣もJR総連・東男組への章マル派浸透を認める! 
山岡国家公安要目長は革マル派の実態解明に努めるべき! 

閣議決定された政府答弁書の内容は次のとおりである。

衆議院議員佐藤勉君提出JR総連及びJR東労組への革マル派の浸透に関する質問 
に対する答弁書 

1について 

先の答弁書(平成22年5月11日内閣衆質174第430号)1から4まで及び6につ 
いての第一段落で述べた見解に変わりはない。 

ここで言う先の答弁書の見解とは以下の内容である。

このように野田内閣は、 ①革マル派が党派性を隠し労組等に浸透していること、 ②
J R総連t東労組に影響力を行使し得る立場に革マル派活動家が相当浸透しているこ
と、 ③今後も革マル派が組織拡大に重点を置き、党派性を隠して労組等各界各
浸透を図っていくと見ていること、との認識をあらためて示した。質問主意書
会法第74条に基づき国会議員が内閣に対し質問する際の文書のこと。これに対す
府答弁書は、閣議決定のうえ、内閣総理大臣名で衆参議長に送付される。つまり
閥の公式見解である。

山岡国家公安委貫長もJR総連・束労組への革マル浸透を認める!
野田内閣にはJ R総連推薦議員懇談会の代表を務める山岡賢次衆議院議員が国家公

安委員長として入閣している。当然、山岡委員長も9月27日の閣議に出席したうえで、
今回の政府答弁書が決定されている。ということは、山岡委員長も「JR総連・東労
組に影響力を行使し得る立場に草マル派活動家が相当浸透している」ことを認めたこ
とになる。
国家公安委員長とは革マル派など極左暴力集団を監視すべき立場にある。その人物が
「草マル派活動家が相当浸透している」 J R総連の推薦議員懇談会代表を務めている
とはブラックジョーク以外の何物でもない。
山岡国家公安委員長は、自らの職責として、革マル派の動向について重大な関心を払

い、同派の実態解明に努めるべきである。
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10月21日、 「訓告処分無効確認等請求事件(松戸車掌区事件)」の訴訟代理人が、最高裁
に「上告理由書」および「上告受理申立理由書」を提出した。両「理由書」の提出を受けて、今
後、最高裁が上告理由に当たるか否か判断することになる。

〇〇〇〇〇〇 

戸　　　　　　　　◆ �+��YJH�����h������

原判決は最高裁判示l棚ものであり破薫すべき! 
J R東日本ユニオンの栗原孝氏(前・松戸車掌区指導助役)は、 2008年8月、 「複数の社員か

ら酒気帯びを指摘され勤務の一部を欠いたことは、社員として不都合な行為である」として
訓告処分を受けるとともに、東京臨海高速鉄道への出向命令を受けた。 JR東日本は、 「ア
ルコール臭がした」とする東労組一部組合員の指摘のみを根拠に、会社として責任を持って
事実関係を調査することもなく、栗原氏に処分を下し、出向発令を行ったのである。

一審では、原告側証人が栗原氏の酒臭を否定するとともに、事件当日の状況を詳細に証言

したにもかかわらず、東京地裁は1月28日、この証言を一切採用することなく、原告請求を
棄却する判決を言い渡すとともに、東京高裁も8月18日に原告控訴を棄却し、一審判決に追
随した。最高裁は、今回の両「理由書」の提出を受けて、上告理由に当たる(1,高裁判決に
最高裁の判例と相反する判断がある場合、 2.その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む
ものと認められる場合)か否か判断することになる。

「上告理由書」の要点は以下のとおりである。

○本件訓告処分の理由とした非違行為の特定について 
原判決は、「複数の車掌が実際に上告人(栗原氏)の酒臭を感じたものと認めるのが相当で 

ある」と判示し、この事実を対象として本件処分の効力を検討し肯認した。しかし、被上 
告人(JR東日本)は、本件処分の理由とした非違行為は「(上告人が)前日深夜まで飲酒し 
たことを原因として、本件添乗指導を受けた複数の職員から酒臭を指摘された上、勤務打 
ち切りを通告されて勤務の-部を欠くに至った」ことであると主張しているうえ、「(本件 
処分)発令」には「複数の社員から酒気帯びを指摘され、勤務の一部を欠いたこと」と記載 
されているのであるから、原判決が、被上告人の上記主張及び「発令」の記載に従わず、「発 
令」の意味として自ら理解したところを非違行為と特定、認定して、その効力を判断する 
ことは、弁論主義の見地及び処分の効力はその処分の理由とされた非違行為を対象として 
判断すべきであるとする最高裁判所が判示したところ(最高裁平成8年9月26日判決)に反す 
るものである。 

○本件添乗指導時における酒臭の認定について 
第一審判決は複数の被指導車掌が実際に原告の酒臭を感じたものと認めるのが相当であ 

る」との判断を示し、原判決は上記判示を肯認した。ところが、実際には、第一審判決も 
原判決も上告人が「酒臭をさせていた」ことを認めるべき証拠を摘示していないことから 
も明らかなところであるが、上告人が「酒臭をさせていた」ことを認めるべき証拠はまっ 
たくない。しかるに、原判決は、同車掌らが「実際に酒臭を感じた」と認定したうえで、 
その認定を否定すべき事実として上告人が指摘した各事実を無視し、または、理由を付し 
て排斥したが、すでに述べたとおり、いずれも理由のないものであり、同車掌らが「実際 
に酒臭を感じた」との認定、判断は明らかに証拠に基づかず、証拠上認められる事実を無 
祝したものというべきであるから、原判決の判示には審理不尽、理由の不備、食い違いが 
あるというべきである。 
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12月5日の衆議院予算委員会で自民党の河井克行議員が質問に立ち、 JR総連"東労組へ
の革マル派浸透問題について多岐にわたり政府の見解を問い質した。

衆議院予算萎貴会で追奴されるJR総連童マル遅達問題Vo萱.1 

山岡国家公安委且長が政府答弁書の閣雪　　に介入? 
J R総連・東労組への革マル派浸透問題は、今年2月の第177通常国会において、再三にわ

たり取り上げられ、大きな政治問題となっている。今回の質疑で河井議員は、 JR総連推薦
議員懇談会の代表を務める山岡賢次国家公安委員長と同労組との関係などを中心に、 NHK
が全国放映する中、多岐にわたって政府の見解を問い質した。今後の民主党政権による同問
題の徹底解明を強く求めたい。

質疑の概要は以下のとおりである。

(河井議員)山岡大臣は、今までJR東労組の定期大会にお行きになり、来賓挨拶などをされた 
ことはありませんか。 

(山岡国家公安委員長)大臣挨拶はしたことはありません。来賓挨拶はしたことがあります。 
(河井議員)2010年6月13日、東京ベイ幕張ホールでの第26回JR東労組定期大会で間違いないで 

すね。お答えください。 
(山岡大臣)正確な記憶はありませんが、選挙の応援で行ったというような覚えがあります。 
(河井議員)ここにそのメモがあります。ここではこうおっしゃっている。自民党の同僚の栃木 
4区の佐藤勉さんが提出した質問主意書。その質問主意書というのは、草マル派によるJR総連 
及びJR東労組への浸透に関する質問主意書でありますが、これについて先ほどお話があったが、 
「内閣に対して質問主意書ということを出せることになっているが、これはJRさんへの攻撃で 

あると同時に私への攻撃でもある。そんなことは十分覚悟の上で、この対応についても内閣に対 
して強く抗議を申し上げた。何をやっているんだと、こう申し上げたら、何となくボソボソボソ 
ボソ答えていたが、その答えによれば、質問主意書というのはある程度機械的に処理をしており、 
警察がそれに対する担当としての答えを上げているのだと。しかし、内閣でキチンと把握してい 
るのだろうと、こう申し上げたら、最終的にはその扱う大臣、つまり警察を担当している大臣に 
なるわけだが、特に名前は申し上げないが、西の方にいらっしゃる大臣さんであるわけでござい 
まして、そういうことで今後こういうことは十分に注意するようにと、こういうふうに申し上げ 
た」、と書いてあるんです。内閣の決定、すなわち閣議決定に自分自身が介入した、自分が内閣 
モ対して影響力があることを自慢している発言ですよ。山岡国家公安委員長、ご自分の発言だと 
お認めになりますね。 
(山岡大臣)あの、選挙中にですね、色々なことは話しますが、しかしですね、実際にそのこと 

を政府に圧力をかけるだとか、また影響力を及ぼすというようなことはしておりません。 
(河井議員)しからばですね、これ、全くもって、山岡大臣が何も仕事をしていないのに仕事を 
したフリをした疑いも出てきたわけですよ、これ。今、予算委員長もしっかりと飼いていらっし 

やる。これ、予算委員長の名誉にも関わる問題ですよ。このメモにはちゃんと書いてある。もう 
一回言いますよ。「その扱う大臣、つまり警察を担当している大臣、特に名前を申し上げないが、 

西の方にいらっしゃる大臣さんであるわけでございまして、今後そういうことを十分注意するよ 
うにと、こういうふうに申し上げておいた」。お答えください。 
(山岡大臣)申し上げた記憶はありません。 
(河井議員)ですから、このテープをしっかりとこれちゃんとやってくださいよ。ちゃんと理事 

会で聞いてください、委員長。理事会で聞いて、私の言っていることが事実なんだから。私の言 
っていることと大臣の言っていること、どっちが正しいか、キチンと照合していただきたい。 

(中井予算委員長)理事会で協議いたします。 


